
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症等の感染症から患者さんを守るため、下記のとおり面会を制限

しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また、感染状況に応じて面会の取

り扱いを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 
 

１．面会方法 ※予約不要 

●面会時間：月曜～日曜14：00～17：00 のうち ３０分以内  

●面会人数：１回の面会につき、ご家族等 2 名まで（年齢制限あり）  

※面会は、近親者（同居家族、配偶者、親子、キーパーソン）の方に限定させて頂きます。 

遠縁の方、友人、会社関係、ご近所の方等の面会は、ご遠慮ください。 

※年齢制限については、地域の流行状況により変更する場合がありますので、ポスターをご確認ください。 

●面会場所：入院室、入院棟食堂、入院棟デイコーナー等 

  ●手続き：入院棟受付の「面会簿」に記入のうえ、職員へ声をかけてください。 

●出入り口：平日（14:00～17:00）は正面玄関、休日・時間外は東口玄関 

 

２．注意点 

●面会時は、下記事項を必ずお守りください。 

・入院患者および面会者は、必ず不織布マスク着用、手指消毒を行ってください。 

・飲食および大声での会話はお控えください。 

●以下の方は、面会できません 

   ・発熱やかぜ症状、嘔吐などの体調不良がある 

   ・新型コロナ感染症に罹患後７日経過していない  

・インフルエンザに罹患後 5日経過していない 

●以下の場合、速やかに入院棟へご連絡ください。 

・面会されたご家族等が、面会後３日以内に、新型コロナやインフルエンザへの 

感染が判明した場合 

 

 

 

 

 

 鶴岡市立荘内病院（代表 0235-26-5111） 

令和６年１２月２日更新 

入院患者さんへの面会について 

面会者 入院患者 

※ 面会について、ご事情やご要望がありましたら、入院棟へご相談ください。 


